




介護福祉士資格の
社会的評価の定着に向けた要望

令和２年11月19日
公益社団法人日本介護福祉士会

会長 及 川 ゆりこ

Japan Association of Certified Care Workers

介護福祉議員連盟



Japan Association of Certified Care Workers

介護福祉士資格

○ 根拠法
社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）

○ 定義（法第２条第２項）
介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精
神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の
状況に応じた介護（喀痰かくたん吸引その他のその者が日常生活を営むのに
必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの（厚生労働省令で定め
るものに限る。）を含む。）を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護
に関する指導を行うことを業とする者

○ 登録者数
１，７５３，４１８名（令和２年９月末日現在）
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Japan Association of Certified Care Workers

介護福祉士の責務
（社会福祉士及び介護福祉士法より）

秘密保持の義務
（第46条）

正当な理由なく、業務上知り得た人の情報や秘密について漏らして
はならない。介護福祉士でなくなった後においても守らなければな
らない。

名称の使用制限
（第48条第2項）

介護福祉士の資格は、名称独占の国家資格。介護福祉士でない者
は、介護福祉士という名称を使用してはならない。

信用失墜行為の禁止
（第45条）

介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

連携
（第47条第2項）

認知症であることなどの心身の状況その他の状況に応じて、福祉
サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係
者等との連携を保たなければならない。

誠実義務
（第44条の2）

利用者の尊厳を保持し、自立した日常生活が営めるよう、常に利用
者の立場に立って誠実にその業務を行わなければならない。

資質向上の義務
（第47条の2）

介護を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、
介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
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Japan Association of Certified Care Workers

介護福祉士資格の制度上の位置づけ

○ 現状、介護保険制度上において、介護福祉士資格は、加算要件
の一部と、特定の職種（訪問介護サービス事業所のサービス提供
責任者）の任用要件に位置づけられているに過ぎない

○ 職能団体として資質向上のための各種研修を提供しているもの
の、学習や経験を積んだ介護福祉士の役割の明確化・制度上の位
置づけが弱い

○ 介護福祉士の役割や制度的な位置づけ・評価が明確に示される
ことは、介護職としてのキャリア形成の道筋が明らかとなり、介護職
の魅力や訴求力の向上、定着促進等に繋がり、介護サービスの質
の向上、そして国民の福祉の向上に繋がるものと考えている
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Japan Association of Certified Care Workers

介護人材の確保・介護現場の革新
（検討の方向性）

～第192回介護給付費分科会資料から～

一部抜粋

○ 今後ますます多様化する介護職のチームの中で、中核人材とな
る介護福祉士のマネジメント力が重要であり、そのような人材を育
成するための仕組みが必要ではないか。
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Japan Association of Certified Care Workers

介護人材の確保・介護現場の革新
（検討の方向性）

～第192回介護給付費分科会資料から～

一部抜粋

○ 介護福祉士の配置を主軸とした加算であり、ケアの質を担保する
上で大変意味があるものではないか。一方、サービス提供体制を
構築する上で、介護福祉士をリーダーとする介護職チームの編成
は当然に求められるものであることから、その評価は加算ではなく、
基本報酬や、配置要件上明確にすることが必要ではないか。
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Japan Association of Certified Care Workers

介護人材の確保・介護現場の革新
（検討の方向性）

～第192回介護給付費分科会資料から～

一部抜粋

○ 研修のシンプル化を考えていく必要があるのではないか。事業種
別や対象者別に様々な研修が求められるが、同じような内容が求
められる場合もあり、関連する研修を棚卸し、読み替えを行う等の
対応も考える必要があるのではないか。
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要望事項

○ 介護福祉士の役割や制度的な位置づけ・評
価を明確にしていただきたい

○ 介護福祉士資格や各団体が行う現任研修と
法定研修との読替等について、前向きに検討を
進めていただきたい

The Japan Association of Certified Care Workers
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地域包括ケアシステム・介護推進議員連盟 

会 長  麻 生 太 郎 先生 

 

要 望 書 

 

令和２年度介護事業経営実態調査によると、令和元年度決算にお

いて、介護事業者の収支差率は全サービス平均で前年度比△0.7％と

いう結果になりました。さらに、長期化する新型コロナウイルス感染

症対策で、事業者の負担は膨大なものとなり、事業運営は逼迫してお

ります。 

また、慢性的に人材が不足している介護の現場において、新たに人

材を迎えるとともに、今いる人材を引き留めるためには、さらなる処

遇改善が必要です。 

 そこで、地域包括ケアシステムの構築を推進し、介護サービスに携

わる者の団体の総意として、令和３年度介護報酬改定においては、前

回改定（プラス 0.54％）を大幅に上回るプラス改定となるよう、要

望いたします。 

令和２年１２月１日 

地域包括ケアシステム・介護推進団体連絡協議会（介団連） 



 

 

地域包括ケアシステム・介護推進団体連絡協議会（介団連） 

【賛同団体（順不同）】 

全国老人保健施設連盟（呼びかけ団体） 

高齢者住まい事業者団体連合会 

  公益社団法人全国有料老人ホーム協会 

  一般社団法人全国介護付きホーム協会 

  一般社団法人高齢者住宅協会 

公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

公益社団法人全国老人保健施設協会 

公益社団法人日本医師会 

公益社団法人日本栄養士会 

公益社団法人日本介護福祉士会 

公益社団法人日本歯科医師会 

日本歯科医師連盟 

公益社団法人日本認知症グループホーム協会 

公益社団法人日本理学療法士協会 

一般社団法人介護人材政策研究会 

一般社団法人全国介護事業者連盟 

全国介護事業者政治連盟 

『民間事業者の質を高める』一般社団法人全国介護事業者協議会 

一般社団法人全国個室ユニット型施設推進協議会 

一般社団法人全国デイ・ケア協会 

一般社団法人日本介護支援専門員協会 

一般社団法人日本言語聴覚士協会 

一般社団法人日本在宅介護協会 

一般社団法人日本作業療法士協会 

一般社団法人日本デイサービス協会 

一般社団法人日本福祉用具供給協会 

一般社団法人日本福祉用具・生活支援用具協会 

 

以上 24 団体 
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